
地域医療を担う若手薬剤師確保・育成事業奨学金返還補助金対象者募集

山口県内病院･薬局就職後の
奨学金の返還補助
対象者募集中!

補助金最大

お気軽にお問い合わせください

山口県健康福祉部薬務課　TEL：083-933-3020
詳しくは山口県ホームページ 山口県　薬剤師　奨学金返還補助金

募集対象者
山口県内の対象病院・薬局に薬剤師として
就職する2027年３月に卒業予定の薬学部
5年生（出身地・出身大学は問いません）

1

対象病院・薬局はこちらから▲

対象奨学金3
ア～ウの奨学金（無利子・有利子は問いません）
ア.(独)日本学生支援機構奨学金（第一種・第二種）
イ.(公財)山口県ひとづくり財団奨学金
ウ. その他、山口県内市町及び薬学部設置大学が設ける奨学金制度

募集人数2
病院 ５名、薬局 ２名

補助額4
最大年額28.8万円、最長５年間
※大学５～６年生に貸与を受けた奨学金の返還額

申請・認定
（3月認定予定）

認定期間内に県内対象
病院・薬局に薬剤師として就職

毎年奨学金の返還を補助
（最大５年間）

申
請
の
流
れ

募集
期間 10月1日　～2月27日

2025年 2026年

水 金

万
円144

※5年間勤務の場合

薬学部５年生の皆さん

検索



募集内容

既卒者は対象になりますか？
今回の募集は、６年制の薬学部生のうち薬学共用試験に合格している5年生を対象として
います。既卒者の方は、山口県薬務課HPで別途ご案内します。

対象者の認定を受けた後、薬剤師国家試験に不合格となった場合はどうなりますか？
速やかに県に報告をお願いします。
2027年３月に卒業予定の5年生の場合、認定期間は最長で2028年6月末までですので、
翌年の2028年の国家試験に合格し、6月末までに薬剤師として正規雇用により就職すれ
ば、補助金の交付を受けられます。（認定期間の延長はありません）
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認定対象者の
要件

次の❶～❺に全てあてはまる方
❶2027年３月に大学卒業予定の薬学部5年生で、2027年６月までに対象施設に薬剤師として
就業を希望する方
❷薬剤師免許を取得見込みの方
❸（独）日本学生支援機構、（公財）山口県ひとづくり財団等の貸与型奨学金を返還予定の方
❹対象施設に就職後、補助金の交付対象期間中、継続して薬剤師として就業する方
❺認定期間中、氏名、住所等の個人情報を対象施設に提供することを承諾する方

対象施設
病 院 薬 局

高度急性期機能・急性期機能病院
公的医療機関　等 へき地で開設する薬局

補助額
大学の５～６年生の時に貸与を受けていた奨学金の返還額（利息含む）
（最大年額28.8万円）
※他の奨学金返還補助制度と併用可。ただし、対象の奨学金の返還額から、他の制度の　
助成金額を控除した額が補助額となります。

補助金の
交付対象期間

対象施設に薬剤師として正規雇用により就職した月から、対象者が大学５～６年生の時に貸与を
受けていた奨学金の返還年数（最長５年間）
※産休・育休等で奨学金の返還が猶予された場合は、交付対象期間を延長します。

申請方法

以下の書類を郵送で提出してください。申請書はホームページからダウンロードできます。
　●補助金対象者認定申請書
　●履歴書
　●奨学金貸与証明書又は準ずるもの
　●在学証明書（在学中の大学の名称、学部、学年がわかるもの）

＜提出先＞
　〒753-8501 山口県山口市滝町1-1　山口県健康福祉部薬務課薬事班

その他
●病院、薬局の両方に申請はできません。
●認定を受けただけでは補助を受けられません。就職後、別途手続きが必要です。
●応募が募集人数を上回った場合は抽選となります。
●病院に勤務される方は、３年間の研修プログラムの受講が必須となります。

よくある質問Q
A


